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生活安全協議会資料 

令和５年 12月 22日 

 

杉並区生活安全及び環境美化に関する条例 

 

平成15年３月17日 条例第15号 

  

 

（目的）  

第１条 この条例は、生活安全及び環境美化について必要な事項を定めることにより、生活

安全及び環境美化に関する区民等及び事業者の意識の高揚に努め、その自主的な活動を支

援するとともに、地域の犯罪の防止及び環境美化の促進を図り、もって安全で快適な杉並

区（以下「区」という。）をつくることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 区民等 区民（区内に居住する者をいう。以下同じ。）及び区内に滞在し、又は区

内を通過する者をいう。 

(２) 事業者 区内において、事業活動を行うものをいう。 

(３) 関係行政機関 区の区域を管轄する警察署、消防署、国道及び都道の管理事務所そ

の他の行政機関をいう。 

(４) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類

する物をいう。 

(５) 空き缶等 飲料、食料等を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器をいう。 

(６) 公共の場所 道路、公園、河川、駅前広場その他の公共の用に供する場所（屋外に

限る。）をいう。 

(７) 落書き 公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する建築物その他の工作

物を、みだりに塗料等により汚損することをいう。 

（区の責務） 

第３条 区は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施

しなければならない。 

(１) 区民等及び事業者の生活安全及び環境美化に関する意識の啓発 

(２) 区民等及び事業者の行う生活安全及び環境美化に関する活動の支援 

(３) 安全で快適な地域社会をつくるための環境の整備 

（区民等の責務） 

第４条 区民等は、相互に協力して生活安全の確保及び環境美化の推進に努めるものとす

る。 

２ 区民等は、次に掲げる事項をしてはならない。 

(１) 吸い殻等及び空き缶等をみだりに公共の場所に捨てること。 

(２) 落書きをすること。 

(３) 自己の所有し、又は飼養（保管を含む。）する犬のふんをみだりに公共の場所に放

置すること。 

３ 区民等は、次に掲げる事項に努めなければならない。 

(１) 公共の場所を歩行中（自転車乗車中を含む。）に喫煙をしないこと。 

(２) 吸い殻入れが備え付けられていない公共の場所で喫煙をするときは、携帯用吸い殻

入れを携帯し、これを使用すること。 

４ 区民等は、自動車（原動機付き自転車を含む。）及び自転車、家具、電気器具その他の

粗大ごみをみだりに公共の場所に捨ててはならない。 
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５ 区内の土地又は建築物（以下「土地等」という。）を所有し、又は管理するものは、当

該土地等を不良な状態（みだりに草木を繁茂させ、又は廃棄物を放置すること等により、

当該土地等の周辺に居住する者の健康の保持若しくは生活環境の保全又は防犯上支障を生

ずるおそれのある状態をいう。以下同じ。）にしないように、適正に管理しなければなら

ない。 

６ 区民等は、この条例の目的を達成するため、区及び関係行政機関が実施する施策に協力

しなければならない。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、区内に有する事業所の周辺その他事業活動を行う地域において、生活安

全の確保及び環境美化の推進に努めなければならない。 

２ 吸い殻等及び空き缶等の散乱の原因となるおそれのあるたばこ、飲料等の製造、加工、

販売等を行う事業者は、吸い殻等及び空き缶等の散乱を防止するため、区民等に対する意

識の啓発に努めなければならない。 

３ 空き缶等の散乱の原因となるおそれのある飲料、食料等の販売を行う事業者は、販売場

所（自動販売機の設置場所を含む。）に空き缶等の回収容器を設置し、これを適正に管理

しなければならない。 

４ 事業者は、看板、立札、ポスターその他これらに類する物をみだりに公共の場所に放置

してはならない。 

５ 事業者は、この条例の目的を達成するため、区及び関係行政機関が実施する施策に協力

しなければならない。 

（関係行政機関の責務） 

第６条 関係行政機関は、この条例の目的を達成するため、区が実施する施策に協力するも

のとする。 

（区民の自主的な組織活動への支援） 

第７条 区長は、生活安全の確保及び環境美化の推進に関する区民の自主的な組織活動を支

援することができる。 

（安全な地域社会をつくるための環境の整備） 

第８条 区長は、共同住宅、大規模な店舗その他の規則で定める建築物（以下「共同住宅

等」という。）について、建築基準法（昭和25年法律第201号）に基づく確認申請を行おう

とする建築主に対し、防犯設備の設置について、あらかじめ、当該共同住宅等の敷地を管

轄する警察署と協議をするよう指導するものとする。 

２ 区長は、街路灯の整備その他の生活安全に係る環境の整備に努めなければならない。 

（ビラ等の散乱の防止等） 

第９条 何人も、屋外広告物（第３項に掲げる文書図画を除く。）を掲出し、又はビラその

他の宣伝用の物品（以下「ビラ等」という。）を配布するときは、まちの景観及び通行の

安全を害してはならない。 

２ 公共の場所において、ビラ等を配布し、又は配布されたものは、そのビラ等が散乱した

ときは、速やかにこれを回収し、当該公共の場所の清掃を行わなければならない。 

３ 公職選挙法（昭和25年法律第100号）に基づき撤去すべき期日等が定められている選挙運

動用又は政治活動用の文書図画を掲示した者（掲示責任者を含む。）は、当該期日等まで

に、当該文書図画を撤去しなければならない。 

（草木の除去及び廃棄物の処理の委託） 

第９条の２ 不良な状態にある土地等を所有し、又は管理する者は、疾病その他やむを得な

い理由により、自ら草木の除去及び廃棄物の処理をすることができないときは、これを区

長に委託することができる。 

（生活安全・環境美化推進モデル地区） 

第10条 区長は、吸い殻等及び空き缶等の散乱が著しく、又は屋外広告物が放置され、か

つ、特に生活安全の確保及び環境美化の推進を図る必要があると認められる地区を、生活
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安全・環境美化推進モデル地区（以下「推進モデル地区」という。）として、指定するこ

とができる。 

２ 区長は、推進モデル地区において、関係行政機関の協力を得て、第３条各号に掲げる事

項を重点的に実施するものとする。 

３ 区長は、推進モデル地区を指定しようとするときは、当該推進モデル地区の区民及び区

内に滞在する者の意見を聴くとともに、当該推進モデル地区を管轄する警察署と協議する

ものとする。 

４ 区長は、第１項の推進モデル地区を指定したときは、その旨を告示しなければならな

い。 

５ 前２項の規定は、推進モデル地区を変更し、又は解除する場合について準用する。 

（路上禁煙地区） 

第11条 区長は、特に必要があると認める地区を、路上禁煙地区として指定することができ

る。 

２ 前項の指定は、終日又は時間帯を限って行うことができる。 

３ 路上禁煙地区においては、道路上で喫煙する行為及び道路上（沿道の植栽帯を含む。）

に吸い殻を捨てる行為を禁止する。 

４ 区長は、路上禁煙地区を指定しようとするときは、当該地区の区民及び区内に滞在する

者の意見を聴くとともに、当該路上禁煙地区を管轄する警察署と協議するものとする。 

５ 区長は、路上禁煙地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。 

６ 前２項の規定は、路上禁煙地区を変更し、又は解除する場合について準用する。 

（指定の見直し） 

第12条 第10条第１項の推進モデル地区及び前条第１項の路上禁煙地区の指定の見直しは、

１年ごとに行うものとする。 

（協議会の設置） 

第13条 生活安全及び環境美化に関する施策の実施に関し、区長の諮問に応じて調査審議す

るため、杉並区生活安全協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、生活安全及び環境美化に関する事項について、区長に意見を述べることがで

きる。 

（協議会の組織） 

第14条 協議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。 

(１) 区民 

(２) 学識経験者 

(３) 関係行政機関の職員 

２ 委員の任期は２年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

（協議会の会長） 

第15条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（協議会の会議） 

第16条 協議会は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところ

による。 

４ 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会の議決があったときは、非公開とするこ

とができる。 

（勧告及び命令） 

第17条 区長は、第５条第３項の規定に違反している事業者に対し、回収容器を設置し、又
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はこれを適正に管理するよう勧告することができる。 

２ 区長は、第９条第１項の規定に違反した者に対し、屋外広告物の撤去又は通行の安全の

確保その他必要な措置を講じるよう勧告することができる。 

３ 区長は、第９条第３項の規定に違反した者に対し、文書図画の撤去その他必要な措置を

講じるよう勧告することができる。 

４ 区長は、第４条第２項各号若しくは同条第４項の規定に違反した者又は同条第５項若し

くは第９条第２項の規定に違反したものに対し、生活環境を著しく害していると認めると

きは、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。 

５ 区長は、第１項から第３項までの規定による勧告又は前項の規定による命令を受けたも

のが、正当な理由なくその勧告又は命令に従わないときは、その旨を公表することができ

る。 

（代執行） 

第17条の２ 区長は、第４条第５項の規定に違反して前条第４項の規定による必要な改善そ

の他必要な措置を命ぜられた者がこれを履行しない場合において、他の手段によってその

履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反す

ると認められるときは、行政代執行法（昭和23年法律第43号）の規定により、自ら義務者

のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収す

ることができる。 

（立入調査） 

第17条の３ 区長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場

所に立ち入り、その状況を調査させ、又は関係人に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提

示しなければならない。 

（委任） 

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（罰金） 

第19条 推進モデル地区内において第４条第２項各号の規定に違反し、第17条第４項の命令

を受けてこれに従わなかった者は、５万円以下の罰金に処する。 

（告発） 

第20条 前条に該当する者があるときは、区長は、これを告発するものとする。 

（過料） 

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、２万円以下の過料に処する。 

(１) 推進モデル地区内において第４条第２項各号の規定に違反し、生活環境を著しく害

していると認められる者（次号に該当するものを除く。） 

(２) 第11条第３項の規定に違反して喫煙し、又は吸い殻を捨てた者 

附 則 

１ この条例は、平成15年10月１日から施行する。ただし、第19条から第21条までの規定

は、規則で定める日から施行する。 

（平成21年規則第29号で第21条（第１号を除く。）の規定は、平成21年10月１日か

ら施行） 

２ 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和50年杉並区条例第31

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成16年10月12日条例第31号） 

この条例は、平成16年11月１日から施行する。 
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生活安全協議会資料 

令和５年 12月 22日 

 

杉並区生活安全及び環境美化に関する条例施行規則 

 

平成15年９月30日 規則第107号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、杉並区生活安全及び環境美化に関する条例（平成15年杉並区条例第15

号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（警察署と協議をするよう指導する建築物） 

第２条 条例第８条第１項の規則で定める建築物は、次のとおりとする。 

(１) 共同住宅（住戸の数が、５以上のものに限る。） 

(２) 大規模な店舗（建物の営業を行うための店舗（小売店、飲食店、興行場その他区長

が定めるものに限る。）の用に供される床面積の合計が、500平方メートル（午後11時か

ら午前６時までの間において営業を行う施設にあっては、300平方メートル）を超えるも

のに限る。） 

(３) 長屋（住戸の数が、５以上のものに限る。） 

(４) 寄宿舎及び下宿 

(５) 清涼飲料、パンその他の飲食料品の小売業を営む店舗であって、１日につき14時間

以上営業を行うもの（第２号に該当するものを除く。） 

（委託の手続） 

第２条の２ 条例第９条の２の規定により草木の除去及び廃棄物の処理（以下「草木の除去

等」という。）を委託しようとする者は、委託申込書（第１号様式）により区長に申し込

み、その承諾を受けなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による申込みを承諾したときは、別に定める契約書により草木の除

去等の委託契約を締結するものとする。 

（草木の除去等の費用） 

第２条の３ 草木の除去等を委託する者は、前条第２項の契約を締結した際に、委託料を納

付しなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでな

い。 

２ 前項の委託料は、草木の除去等に要する実費とする。 

（生活安全・環境美化推進モデル地区の指定、変更又は解除の告示） 

第３条 条例第10条第１項の規定により生活安全・環境美化推進モデル地区（以下「推進モ

デル地区」という。）を指定したときは、生活安全・環境美化推進モデル地区標識（第１

号の２様式）を当該地区に、設置するものとする。 

２ 条例第10条第４項及び第５項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。 

(１) 推進モデル地区の名称 

(２) 推進モデル地区として指定し、変更し、又は解除する地区 

(３) 推進モデル地区として指定し、変更し、又は解除する期日 

（路上禁煙地区の指定、変更又は解除の告示） 

第４条 条例第11条第１項の規定により路上禁煙地区を指定したときは、路上禁煙地区標識

（第２号様式）を当該地区に、設置するものとする。 

２ 条例第11条第５項及び第６項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。 

(１) 路上禁煙地区の名称 

(２) 路上禁煙地区として指定し、変更し、又は解除する地区 

(３) 路上禁煙地区として指定し、変更し、又は解除する期日 
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(４) 路上禁煙地区として指定し、変更し、又は解除する時間帯 

（国又は地方公共団体の施策に協力する組織の登録等） 

第５条 区長は、条例第10条第１項の規定により指定した推進モデル地区又は条例第11条第

１項の規定により指定した路上禁煙地区内において、国又は地方公共団体の施策に協力し

て生活安全の確保及び環境美化の推進に関する組織活動を行う区民の自主的な組織と認め

るものを、別に定めるところにより登録することができる。 

２ 区長は、前項の規定により登録した組織に対して、生活安全の確保及び環境の美化の推

進を図るための啓発等に要する物品の支給その他区長が必要と認める支援を行うことがで

きる。 

（協議会の招集通知） 

第６条 条例第13条第１項に規定する杉並区生活安全協議会（以下「協議会」という。）の

会長は、緊急やむを得ない場合を除き、あらかじめ会議の日時、場所及び議題を示して、

委員に招集の通知をしなければならない。 

（協議会の副会長） 

第７条 協議会に副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

（協議会の部会） 

第８条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。 

４ 部会長は、部会を招集し、部会の事務を掌理し、部会の調査審議の経過及び結果を協議

会に報告する。 

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員（以下「部会員」という。）のうちか

ら、あらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。 

６ 部会は、部会員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

７ 部会の議事は、出席した部会員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決すると

ころによる。 

８ 部会は、重要な事項の調査審議のため必要があると認めるときは、部会員以外の者の出

席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（協議会の委員） 

第９条 条例第14条第１項に規定する委員は、次のとおりとする。 

(１) 区民 13人以内 

(２) 学識経験者 ２人以内 

(３) 関係行政機関の職員 ５人以内 

（勧告書） 

第10条 条例第17条第１項から第３項までの規定による勧告は、勧告書（第３号様式）によ

り行うものとする。 

（改善等命令書） 

第11条 条例第17条第４項の規定による命令は、改善等命令書（第４号様式）により行うも

のとする。 

（公表） 

第12条 区長は、条例第17条第５項の規定による公表を行おうとするときは、当該公表の対

象となるべきものに対し、事前に意見を述べる機会を与えなければならない。 

２ 前項の公表は、次に掲げる事項を杉並区広報への掲載等により行うものとする。 

(１) 違反したものの住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び

代表者の氏名） 

(２) 違反の日時及び場所 

(３) 違反の内容 

(４) 勧告又は命令の内容 
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(５) 弁明の内容その他の区長が必要と認める事項 

（立入調査をする職員の身分証明書） 

第12条の２ 条例第17条の３第２項に規定する身分を示す証明書は、第４号の２様式のとお

りとする。 

（過料） 

第13条 条例第21条（第１号を除く。）の規定による過料の処分をしようとする場合におい

ては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知・弁明書（第５号様式）に

より告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。 

２ 前項の過料の処分をする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、過料処分通知

書（第６号様式）を交付するものとする。 

３ 条例第21条（第１号を除く。）の規定により処する過料の額は、2,000円とする。 

一部改正〔平成21年規則30号・78号〕 

（過料の処分をする職員の身分証明書の携帯等） 

第14条 条例第21条の規定による過料の処分をする職員は、その身分を示す証明書（第７号

様式）を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

（委任） 

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成15年10月１日から施行する。 

附 則（平成16年10月29日規則第89号） 

この規則は、平成16年11月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月29日規則第16号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年３月31日規則第30号） 

この規則は、平成21年10月１日から施行する。 

附 則（平成21年９月24日規則第78号） 

この規則は、平成21年10月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月１日規則第26号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 
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生 活 安 全 協 議 会 資 料 
令 和 ５ 年 1 2 月 2 2 日 
環 境 部 環 境 課 

 路 上 喫 煙 対 策 に つ い て 

 「杉並区生活安全及び環境美化に関する条例」に基づく喫煙マナーの指導状況等に

ついて、次のとおり報告いたします。 

 

１ 指導実績（件） 

地 区 名 高円寺 阿佐谷 荻 窪 西荻窪 上井草 高井戸 6地区外 合計 

2年度 141 81 67 25 9 10 156 489 

3年度 119 76 103 12 6 1 214 531 

4年度 186 84 163 24 3 2 243 705 

※路上禁煙地区（６駅周辺）を中心に、区内全域で展開しています。 

※指導件数は、職員と民間警備会社（朝３時間委託）の合計数です。 

 

２ 歩きたばこ等の調査 

（１）歩きたばこ調査（人） 

駅   名 高円寺駅 阿佐ヶ谷駅 荻窪駅 西荻窪駅 上井草駅 高井戸駅 合計 

2年度 2 0 2 5 4 2 15 

3年度 4 1 1 4 0 0 10 

4年度 3 1 3 1 1 0 9 

※路上禁煙地区（６駅周辺）での朝 90分の定点観測の数字です。 

※年２回（春秋）調査の平均値。（令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響で１回調査） 

 

（２）吸い殻調査（本） 

駅  名 高円寺駅 阿佐ヶ谷駅 荻窪駅 西荻窪駅 上井草駅 高井戸駅 合計 

2年度 40 17 35 72 2 16 182 

3年度 15 22 31 55 5 9 137 

4年度 22 17 17 38 6 6 106 

※上記、定点観測時の吸い殻ポイ捨ての数です。 

※年２回（春秋）調査の平均値。（令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響で１回調査） 
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３ 傾向と取組について 

①  喫煙マナーについて 

路上禁煙地区内の指導実績は、近年減少傾向が続いておりましたが、令和 4 年

度は前年から 174 件の増加となりました。年により増減はありますが、平成 28

年度の件数は 1,180件余ですので、傾向としては、喫煙ルールの区民への浸透は

着実に進んでいるものと判断しています。 

令和 4 年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、実施できなかった啓発事

業もありましたが、感染症対策を講じて、開催された地域のお祭りや駅前を中心

に啓発を実施しました。 

一方、改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例により原則屋内禁煙となった

ことから、飲食店利用者等の店先での喫煙に対する苦情が寄せられるようになり、

この傾向は昨年度同様、コロナ禍においても続いています。区はこうした苦情に

対しては、訪問した上で、灰皿の敷地内設置の厳守、また、特に喫煙者が多い時

間帯の指導強化等、ポイ捨てや歩きたばこをしないよう、区の喫煙ルールの徹底

を呼び掛けています。 

今後も路上禁煙地区を中心とした区内全域の巡回パトロールを継続して実施

するとともに、普及啓発活動により喫煙ルールの周知を図って参ります。 

 

②  公衆喫煙場所について 

これまで令和元年度までに、駅前広場や公園等区立施設に計 15 箇所の公衆喫

煙場所（屋外）の整備を行ったことに続き、令和２年度は事業者への助成を行い、

民間の公衆喫煙場所（屋内）を１箇所整備しました。令和３年度以降は公衆喫煙

場所の新設には至っておりません。 

区に寄せられている受動喫煙に対する要望は、その大半がパーテーションで煙

がもれるといったものであるため、区は杉並区受動喫煙防止対策推進方針のもと、

引き続き、公衆喫煙場所の完全分煙型への移行等への検討や、民間事業者が設置

する公衆喫煙場所の確保等、分煙化の徹底を推進していきます。 

 

４ 路上禁煙地区について 

路上禁煙地区については、区は通行者が多く、歩きたばこ等が非常に危険な JR

駅周辺など６地区を指定し、重点的に巡回パトロールを実施して喫煙ルールの浸透、

マナーの向上に努めているところです。引き続き、現在の６地区の指定を継続して

いきたいと考えています。 
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生 活 安 全 協 議 会 資 料 

令 和 5 年 1 2 月 2 2 日 

環境部杉並清掃事務所 

 

資源持ち去り対策の実績について 

 

「杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」に基づく古紙等の資源持ち去りに

対するパトロール等の実績及び現状について、下記のとおり報告いたします。 

 

 

記 

 

 

１．パトロールの体制及び実施状況  

 

（１）パトロール体制 

① 実施区域・・・・・・・・杉並区内全域 

② 実施日時・・・・・・・・日曜日を除く随時 

③ 車両台数及び従事者・・・普通乗用車１台×清掃事務所職員２名 

 

（２）パトロール実施状況 

 ３年度 ４年度 ５年度(※) 

パトロール件数 ６３ ５１ ８６ 

持ち去り車両確認数 ６６ ５２ ３０ 

現場指導件数 １８ １２ ９ 

警告書配布件数   ４ 

※令和５年１１月末日現在 

 

２．資源持ち去りの現状 

 

情報化の進展に伴う社会情勢の変化により、新聞購読者数の減少などの影響

を受け、古紙資源量も減少傾向にあり、以前に比し持ち去り行為も減っている

状況にあります。 

今年度も資源持ち去りに関する区民からの情報提供を受け、持ち去り行為が

発生している地域に対して、重点的に監視パトロールを実施しております。 

引き続き、早朝回収として、委託業者によるパトロールを兼ねて資源回収を

行うなど、区民の協力を得ながら対策に取り組んでまいります。 

 

 



　

前年 ５年 増　減 ５年 増　減 ５年 増　減 ５年 増　減 ５年 増　減 ５年 増　減 ５年 増　減 ５年 増　減 ５年 増　減 ５年 増　減 ５年 増　減 ５年 増　減 ５年 増　減 前年 ５年 増　減

警察署計
(都内）

5,642 5,617  -25 2,337  -347  2,046  -20  291  -327  1,794  +56  205  +14  59  +22  146  -8  960  +202  313  +105  647  +97  165  +17  156  +33  64,231  73,084  +8,853 

杉   　並 92 68  -24 35  -10  28  -8  7  -2  21  -15  3  +2  0  ±0  3  +2  8  -1  1  ±0  7  -1  0  ±0  1  ±0  821  856  +35 

高 井 戸 54 51  -3 21  -13  17  -11  4  -2  20  +7  1  +1  1  +1  0  ±0  7  +1  3  +1  4  ±0  1  ±0  1  +1  541  631  +90 

荻   　窪 74 44  -30 25  -26  24  -21  1  -5  16  +3  1  -2  1  +1  0  -3  2  -4  0  -1  2  -3  0  ±0  0  -1  514  560  +46 

杉並区 220 163  -57 81  -49  69  -40  12  -9  57  -5  5  +1  2  +2  3  -1  17  -4  4  ±0  13  -4  1  0  2  ±0  1,876  2,047  +171 

子どもに対する
犯 罪

侵入強盗

性 犯 罪

非侵入強盗

杉並三署指定重点犯罪認知状況（10月末）

不同意性交等 不同意わいせつ

侵 入 窃 盗 強 盗 刑法犯認知件数自 動 車 盗

所 属

指定重点犯罪認知合計 特 殊 詐 欺

詐欺 キャッシュカード詐欺盗
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令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ２ 日 

生 活 安 全 協 議 会 資 料 

荻 窪 ・ 杉 並 消 防 署 

 

１ 令和５年中の火災発生状況（１月～１１月） 

 

表１：杉並区の火災状況 

 
 

２ 杉並区の火災件数及び火災による死者等の状況  

 杉並区は、荻窪消防署及び杉並消防署が管轄しています。表 1のとおり杉並区の火災発生件数

は、１０２件で昨年とほぼ同じ状況と言えます。建物火災件数は、８３件で昨年同日より１０件

増となっています。１０件増の影響は、焼損床面積及び焼損表面積がともに増加をしており、延

焼火災が多く発生したと言えます。 

件数 増減 件数 増減 件数 増減

全  焼 2 2 2 2 0 0
半  焼 2 -3 1 -2 1 -1
部分焼 28 15 16 7 12 8
ぼ  や 51 -4 26 -8 25 4
小  計 83 10 45 -1 38 11

4 -2 3 2 1 -4

15 -6 13 -2 2 -4

102 2 61 -1 41 3

634 277 516 268 118 9

787 602 375 285 412 317

2 2 2 2 0 0

22 -4 6 -14 16 10

(11月30日現在速報値)

杉並消防署管内

（A）

荻窪消防署管内

（B）

合     計

火災
種別

車両火災

その他火災

項　　　目

27

ガステーブル等

放火（疑い含む）

たばこ

死者（人）

傷者（人）

出火
原因

電気関係（電気機器、電気
コード・プラグ等）

線香・ろうそく

その他・不明

29

14

杉並区（A＋B）

備考：　項目欄の増減は、対前年同日比を示します。

建物火災

8

21

3

15

8

1

5

3

9

14

6

7

16

0

18

Administrator
テキストボックス
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 杉並区の火災による死者は、令和２年１１月２９日から１０９１日間発生していませんでした

が、令和５年１１月２６日に高円寺南の火災で１名の方が亡くなり、火災による死者(自損を除

く）が発生しております。 

３ 出火原因について 

表１のとおり、電気に起因する出火原因の件数が多い状況です。次に、たばこ、ガステーブル

等及び放火（放火の疑いを含む）の出火原因は、年ごとに順位は変わりますが、発生件数に大き

な差異は認められません。 

４ 年末年始の対策等 

年末年始に掛けて表２のとおり１３か所に対して、消防隊がポンプ車で出向して消防団と連

携して警戒を実施します。 

表２：年末年始の警戒場所等について 

管轄署 警戒場所 警戒日 

杉並 

大宮八幡 大宮 2-3-1 

令和 5年 12月 31日 

～ 

令和 6年 1月 1日 

日圓山妙法寺 堀ノ内 3-48-8 

阿佐ヶ谷神明宮 阿佐ヶ谷 1-25-5 

荻窪 

井草八幡宮 善福寺 1-33-1 

春日神社 宮前 3-1-2 

松庵稲荷神社 松庵 3-10-3 

久我山稲荷神社 久我山 3-37-14 

天沼八幡神社 天沼 2-18-5 

天沼熊野神社 天沼 2-40-2 

荻窪八幡神社 上荻 4-19-2 

白山神社 上荻 1-21-7 

観泉寺 今川 2-16-1 

妙正寺 清水 3-5-10 
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